
参
院
本
会
議
で
採
決
強
行
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対
象
犯
罪
277

計
画
段
階
で
処
罰
可
能

与
党
は
性
犯
罪
厳
罰
化
の
た
め
の

刑
法
改
正
案
も

日
ま
で
に
参
院
本

会
議
で
可
決
、成
立
さ
せ
る
方
針
で
、

日
ま
で
の
国
会
会
期
を
延
長
せ
ず

に
閉
会
す
る
調
整
を
始
め
た
。

委
員
会
で
の
討
論
や
採
決
を
省
略

す
る
中
間
報
告
は
異
例
。
学
校
法
人

「
加
計
学
園
」
を
巡
る
文
書
の
問
題

で
文
部
科
学
省
が
再
調
査
に
追
い
込

ま
れ
、
野
党
が
攻
勢
を
強
め
る
中
で

安
倍
政
権
は
早
期
の
国
会
閉
会
を
優

先
す
る
強
行
策
を
と
っ
た
。

中
間
報
告
は
２
０
０
９
年
の
改
正

臓
器
移
植
法
以
来
。
与
野
党
対
決
法

案
で
は
、
第
１
次
安
倍
政
権
下
の

年
に
改
正
国
家
公
務
員
法
で
行
わ
れ

て
以
来

年
ぶ
り
。
野
党
議
員
の
委

員
長
が
採
決
に
応
じ
な
い
場
合
に
行

う
の
が
通
例
で
、与
党
議
員（
公
明
）

が
委
員
長
を
務
め
る
現
在
の
法
務
委

で
の
中
間
報
告
は
極
め
て
異
例
だ
。

日
告
示
の
東
京
都
議
選
を
重
視
す

る
公
明
党
は
委
員
会
採
決
時
の
混
乱

を
懸
念
し
て
お
り
、
採
決
を
省
略
す

る
中
間
報
告
を
容
認
し
た
。

今
回
、
テ
ロ
等
準
備
罪
は
適
用
対

象
を
重
大
な
犯
罪
の
実
行
を
共
同
の

目
的
と
し
た
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ

の
他
の
組
織
的
犯
罪
集
団
」
と
条
文

に
明
示
。
凶
器
購
入
の
資
金
調
達
な

ど
「
実
行
準
備
行
為
」
を
新
た
な
要

件
に
加
え
、
犯
罪
の
合
意
を「
共
謀
」

か
ら
「
計
画
」
に
言
い
換
え
た
。
そ

の
結
果
、
組
織
的
犯
罪
集
団
の
活
動

と
し
て
、
２
人
以
上
で
具
体
的
で
現

実
的
な
犯
罪
計
画
を
作
り
、
計
画
に

基
づ
い
た
準
備
行
為
が
あ
っ
た
時
点

で
、
初
め
て
処
罰
で
き
る
よ
う
に
要

件
を
厳
し
く
し
た
。
対
象
犯
罪
は
２

７
７
。

｢
共
謀
罪
｣
の
構
成
要
件
を
改
め
て
「
テ
ロ
等
準
備
罪
」
を
新
設
す
る

改
正
組
織
犯
罪
処
罰
法
が

日
午
前
、
参
院
本
会
議
で
採
決
さ
れ
、
自

民
、
公
明
両
党
と
日
本
維
新
の
会
な
ど
の
賛
成
多
数
で
可
決
、
成
立
し

た
。

日
夜
に
参
院
法
務
委
員
会
で
の
採
決
を
省
略
す
る「
中
間
報
告
」

の
動
議
を
自
公
両
党
が
参
院
本
会
議
に
提
出
し
て
い
た
。
こ
の
間
、
野

党
は
徹
底
抗
戦
し
、
内
閣
不
信
任
決
議
案
を

日
夜
に
提
出
し
て
参
院

本
会
議
を
中
断
さ
せ
た
。
た
だ
、

日
未
明
の
衆
院
本
会
議
で
否
決
さ

れ
、
徹
夜
の
攻
防
で
も
同
法
成
立
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

【
高
橋
恵
子
】

改
正
組
織
犯
罪
処
罰
法
が
採
決
さ
れ
、
与
党
な
ど
賛
成
多
数
で
可
決
、
成
立
し
た
参
院
本
会
議
‖
国
会
内
で
15
日
午
前
７
時

46
分
、
佐
々
木
順
一
撮
影
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